
様式第８号 
小規模貯水槽水道調査票  

 

整 理 番 号   

 

１  建 築 物 等 の 名 称   

２  装 置 設 置 場 所   

３  設 置 者  

住 所   

氏 名   

４  

管 理 者  

（ Ⅰ ）  

住 所   

氏 名   

５  

管 理 者  

（ Ⅱ ）  

住 所   

氏 名   

６  受 水 槽 の 規 模  

（ 内 寸 ） 幅  ×   奥 行  ×  高 さ    有 効 容 量   

ｍ      ｍ      ｍ       ｍ ³  

ｍ      ｍ      ｍ       ｍ ³  

７  水 栓 番 号   

※ 小 規 模 貯 水 槽 水 道 と は 、 香 川 県 広 域 水 道 企 業 団 か ら 供 給 を 受 け る 水 の み を 使 用 し 、  

１ ０ ｍ ³以 下 の 受 水 槽 を 有 す る 水 道 で あ っ て 、 水 道 を 飲 用 し て い る も の を い い ま す 。  

※ 裏 面 の 記 入 方 法 に 従 っ て ご 記 入 い た だ き 、 給 水 装 置 工 事 施 行 申 請 書 と 共 に 提 出 し て  

く だ さ い 。  

※ 受 水 槽 の 有 効 容 量 が １ ０ ｍ ³を 超 え る も の は 簡 易 専 用 水 道 と な り 、 保 健 所 、 保 健 福 祉  

事 務 所 等 に 別 途 、 届 出 が 必 要 で す 。  



記 入 方 法  

〇  整 理 番 号  

   記 入 し な い で 下 さ い 。  

 １  建 築 物 の 名 称  

   小 規 模 貯 水 槽 水 道 を 設 置 し て い る 建 築 物 等 の 名 称 を 記 入 し て 下 さ い 。  

   そ の 建 築 物 等 を 特 定 で き る 名 称 で あ れ ば 、 略 称 で も 構 い ま せ ん 。  

 ２  装 置 ・ 設 置 場 所  

   住 居 表 示 地 区 は 、 住 居 表 示 を 記 入 し て 下 さ い 。  

   そ れ 以 外 の 地 区 は 、 地 番 ま で 記 入 し て 下 さ い 。  

 ３  設 置 者  

   給 水 装 置 工 事 の 申 請 者 を 記 入 し て く だ さ い 。  

法 人 の 場 合 、 事 務 所 の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 名 を 記 入 し て 下 さ い 。  

 ４  管 理 者 （ Ⅰ ）  

   設 置 者 側 の 管 理 責 任 者 に つ い て 記 入 し て 下 さ い 。  

   法 人 の 場 合 、 氏 名 欄 は 名 称 及 び 管 理 責 任 者 の 職 氏 名 を 記 入 し て 下 さ い 。  

 ５  管 理 者 （ Ⅱ ）  

   設 置 者 以 外 で 建 築 物 等 の 全 部 の 管 理 に つ い て 管 理 責 任 を 有 す る 者 (管 理 会 社 等 )が

い る 時 、 記 入 し て 下 さ い 。  

法 人 の 場 合 、 氏 名 欄 は 名 称 及 び 管 理 責 任 者 の 職 氏 名 を 記 入 し て 下 さ い 。  

 ６  受 水 槽 の 規 模  

   有 効 容 量 が 分 か ら な い 時 は 、 全 容 量 の ８ 割 を 有 効 容 量 と し 、 10ｍ ³×0.8＝ 8ｍ ³の

よ う に 記 入 し て 下 さ い 。  

   複 数 設 置 さ れ て い れ ば 、 そ れ ぞ れ に つ い て 記 入 し て く だ さ い 。  

 ７  水 栓 番 号  

   分 か ら な い 場 合 は 、 空 白 で も 構 い ま せ ん 。  


